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経
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体
は
平
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20
年
４
月
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７
月
５
日
の
第
３
回
統
合
再
編
協
議

会
で
、
統
合
病
院
の
経
営
形
態
は
「
一

般
地
方
独
立
行
政
法
人
」
と
す
る
こ
と

が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
同
時
に
、
新
法

人
は
平
成
20
年
４
月
１
日
に
設
立
す
る

こ
と
が
決
定
さ
れ
、
今
後
は
、
設
立
に

向
け
て
手
続
き
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
規
定
で
、

地
方
独
立
行
政
法
人
を
設
立
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
議
会
の
議
決
を
経
て
定

款
を
定
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

た
め
、
統
合
病
院
の
新
法
人
の
定
款
に

つ
い
て
、９
月
に
開
催
さ
れ
る
市
議
会
・

県
議
会
に
提
案
す
る
予
定
で
す
。

　

ま
た
、
こ
の
定
款
は
総
務
大
臣
の
認

可
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

定
款
に
規
定
す
る
事
項
は
、
法
律
で

左
記
の
内
容
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
地
方
独
立
行
政
法
人
の
業

務
実
績
に
つ
い
て
評
価
等
を
行
う
「
評

価
委
員
会
」
は
、
市
と
県
で
共
同
設
置

す
る
こ
と
が
了
承
さ
れ
、
こ
れ
に
つ
い

て
も
９
月
の
両
議
会
に
規
約
を
提
案
す

る
予
定
で
す
。

　

ご
意
見
は
、
市
企
画
調
整
課
企

画
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病
院
統
合
再
編
に
つ
い
て
の
出

前
講
座
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

申
し
込
み
は
、
開
催
希
望
日
の

２
週
間
前
ま
で
に
、
直
接
ま
た
は

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、
Ｅ
メ
ー
ル
で
市

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
地
域
づ
く
り

係
へ
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地
方
独
立
行
政
法
人
の
定
款
の
項
目

１　

目
的

２　

名
称
［
法
人
名
］

３　

設
立
団
体

４　

事
務
所
の
所
在
地

５�　

特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
又
は
特
定

地
方
独
立
行
政
法
人
以
外
の
地
方
独
立

行
政
法
人
の
別

６�　

役
員
の
定
数
、
任
期
そ
の
他
役
員
に

関
す
る
事
項

７�　

業
務
の
範
囲
及
び
そ
の
執
行
に
関
す

る
事
項
［
病
院
名
・
所
在
地
、
業
務
の

範
囲
・
方
法
］

８�　

公
共
的
な
施
設
（
住
民
の
福
祉
を
増

進
す
る
目
的
を
も
っ
て
そ
の
利
用
に
供

す
る
た
め
の
施
設
を
い
う
。）
の
設
置

お
よ
び
管
理
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
公
共
的
な
施
設
の
名
称
お
よ
び
所

在
地

９�　

資
本
金
、
出
資
お
よ
び
資
産
に
関
す

る
事
項

10　

公
告
の
方
法

11�　

解
散
に
伴
う
残
余
財
産
の
帰
属
に
関

す
る
事
項

◆
今
回
の
病
院
の
法
人
化
に
関
し
て
は
８

に
該
当
す
る
施
設
は
あ
り
ま
せ
ん
。

市立酒田病院と県立日本海病院の統合再編に係る
一般地方独立行政法人設立に関するスケジュール案

年 月 新経営体設立関係 基本計画・運用調整・施設整備関係

19年

３月 ○基本構想決定【協議会（県知事・市長）】

４月 ○基本計画着手
¡ワーキンググループ設置検討
¡施設計画素案検討
○ 移行期間（平成20年～22年）の運営
計画検討

５月 ○経営形態（案）取りまとめ【運営委員会】

７月 ○経営形態決定【協議会（県知事・市長）】

９月
《９月定例会》
○ 関係議案提案（法人の定款の議決、評価
委員会の共同設置規約）

10月

○評価委員会設置
　 順次開催し、中期目標（案）、業務方法書（案）
を審議 ○ 移行期間（平成20年～22年）の運営

計画決定
¡施設計画・図面の作成

○法人設立準備組織設置〔理事会に相当〕
　 順次開催し、業務方法書（案）、中期計画
（案）、年度計画（案）、諸規程（案）等を
検討・設定

11月《11月定例会・12月定例会》
○ 関係議案提案（法人への職員引継条例、
承継財産決定の議決）

¡業務マニュアル確定
12月

20年

１月 法人設立認可申請（総務大臣） ○基本計画（案）取りまとめ

２月

《２月定例会・３月定例会》
○ 関係議案提案（中期目標の議決、法人の
重要な財産を定める条例、県・市病院事
業設置条例改正、関係予算等）

３月 ○ 法人設立認可（総務大臣）

○基本計画決定【協議会（県知事・市長）】
¡運用システム試行
¡�医療法、診療報酬・保険医療機関
廃止手続き

４月

○法人設立
¡役職員任命
¡中期目標指示　
¡中期計画認可
¡年度計画受理

¡�医療法、診療報酬・保険医療機関
認可手続き
¡診療体系の再配置

検討・調整

出
前
講
座
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

病
院
統
合
再
編
に
関
す
る
皆
さ

ん
の
意
見
を
募
集
し
て
い
ま
す


